
電子申請システムを利用するためには、電子申請開始申込を行う必要があります。
電子申請開始申込の流れは以下のとおりです。

IDの有効化が実施されない
と電子申請システムへログイ
ンは行えません



１

公益informationのトップ
画面に表示されている「電子
申請窓口」をクリックしてくださ
い。

２

電子申請窓口の画面が
表示されます。

「電子申請のお申し込み」ボ
タンから下記の規約の確認
画面に遷移してください。

３

電子申請のご利用規約が
表示されます。

内容をご確認ください。

規約は最後までご確認いた
だかないと、次の画面に遷移
することができません。

スクロールすると左のボタンが
押下できるようになります。



４

お申込からご利用開始まで
の画面となります。

電子申請開始の申込の流
れを図説しています。

ご確認いただき「電子申請開
始のための登録」ボタンから登
録を実施してください。

５

公益信託の受託者として
電子申請IDを登録される
場合は、法人区分欄から

信託受託者（商業登記あり）
信託受託者（商業登記なし）

のいずれかをご選択ください。

ご申請者が法人、国税庁の
法人番号（13桁）をお持
ちの場合、番号を入力いただ
くことで、名称等を表示します。

注）
一般社団法人、一般財団法人
をご選択されると公益法人の電
子申請となりますのでご留意くだ
さい。



６

入力された内容が画面に
表示されますので、登録内容
をご確認ください。

誤っている場合は、前画面に
戻るボタンから行ってください。

問題がなければ「この内容で
登録する」ボタンを押下してく
ださい。

最終確認でポップアップ画面
が表示されます。

７

電子申請開始申込書は印
刷のうえ、その他必要書類と
ともにご提出いただかなけれ
ばなりません。

本画面から電子申請開始
申込書を取得してください。

ファイル名をクリックするとお手
元のPCにダウンロードされます。

取得後はチェックボックスに
チェックを行ってください。
チェックを行わなければ「終了
する」ボタンが押下できません
のでご注意ください。



８

必要な項目にチェックをして
ご提出ください。

ご申請いただいた内容につい
てお問い合わせ事項がある
場合は、事務局からお問い
合わせを実施させていただき
ます。

７
郵送先の送付先 郵送の場合の住所は左記の

とおり。
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